
別
表
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
者

イ

第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
四
万
三
千
六
百
円

ロ

第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
七
万
四
千
円

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

２

前
項
の
延
長
登
録
無
効
審
判
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
登
録
無
効
審
判
の
請
求
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

４

第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
登
録
に

よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
は
、
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
延
長
登
録
が
第
一

項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
権
の
存
続
期
間
に
係
る
延
長
可
能
期
間
を
超
え
る
期
間
の
延

長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
超
え
る
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
延
長
が
さ
れ
な

か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期

間
の
延
長
に
係
る
当
該
延
長
の
期
間
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
延
長
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
期
間
内
に
さ
れ
た
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
出

願
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
四
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続

期
間
の
延
長
に
係
る
当
該
延
長
の
期
間
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
延
長
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
期
間
内
に
さ
れ
た
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
係
る
第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
の
延
長
登

録
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
は
、
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た

も
の
と
み
な
す
。

第
百
三
十
九
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

審
判
官
が
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
そ
の
特
許
権
に
係
る
特
許
出
願

の
審
査
に
お
い
て
そ
の
査
定
に
審
査
官
と
し
て
関
与
し
た
と
き
。

第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
中
「
第
六
号
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
、「
審
判
書
記
官
に
」
の
下
に「
つ
い
て
」

を
加
え
る
。

第
百
五
十
九
条
第
三
項
中
「
及
び
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
」
を
「
、
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
及
び
第
六
十
七
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、「
場
合
に
」
の
下
に「
お
け
る
当
該
審
判
に
つ
い
て
」

を
加
え
る
。

第
百
八
十
四
条
の
九
第
六
項
及
び
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十

七
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
〇
〇
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ

ン
を
除
く
。）又
は
同
表
第
一
〇
〇
三
・
九
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、「
こ
れ
ら
の
項
」
を
「
同
表
」
に
、「
物
品
の
輸
入

数
量
を
当
該
」
を
「
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
」
に
、「
の
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る

飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
」
を
「
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
環
太
平
洋
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
環
太
平
洋
協
定
」
と
い
う
。）の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に

関
す
る
制
度
を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
原
産
地
と
す
る
も
の
（
第
八
項
に
お
い
て「
締
約
国
産
物
品
」

と
い
う
。）に
係
る
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
の
期
間
に
係
る
も
の

に
限
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
同
表
の
各
項
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
環
太
平
洋
協
定
の
規
定
に
基
づ
き

環
太
平
洋
協
定
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の

（
第
八
項
に
お
い
て
「
環
太
平
洋
協
定
原
産
品
」
と
い
う
。）に
係
る
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸

入
数
量
（
同
表
第
一
三
項
及
び
第
一
四
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
（
第
八
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
」
と
い
う
。）の
規

定
に
基
づ
き
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
〇
〇
一
・
九
九
号

に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。）又
は
同
表
第
一
〇
〇
三
・
九
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を

い
う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
別
表
第
一
の
六
第
一
三
項
及
び
第
一
四
項
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数

量
を
加
え
た
輸
入
数
量
）」に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
飼
料
用
麦
で
あ
つ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
を
「
環
太
平
洋
協

定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
」
に
、「「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
を「「
締
約
国
産
物
品
」
に
、「（
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
を「（
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
締
約
国
産
物
品
」
に
、「
読
み
替
え
る
」を「
、「
別

表
第
一
の
六
第
一
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
五
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
、
飼
料

用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、「
こ
れ
ら
の
項
」
を
「
同
表
」
に
、「
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
」
を
「
物
品

の
輸
入
数
量
を
同
表
の
」
に
、「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、「
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る

飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
」
を
「
締
約
国
産
物
品
の
輸
入
数
量
及
び
環
太
平

洋
協
定
原
産
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
（
同
表
第
一
三
項
及
び
第
一
四
項
に
あ
つ
て

は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
第
九
条
の
二
第

一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効

力
を
生
ず
る
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
同
表
第
一
三
項
及
び
第
一
四
項
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸

入
数
量
を
加
え
た
輸
入
数
量
）」に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五

削
除

第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中「（
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、「
告
示
す
る
数
量
」
の
下
に「（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に

係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。）」
を
、「
場
合
」
の
下
に「（
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か

ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量

（
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に「（
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
十
条
に
お

い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）」を
加
え
、「（
以
下
こ
の
項
」を「（
次

号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に

対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
侵
害
が
指
定
商
品
又
は

指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
（
書
体
の
み
に
変
更
を
加
え
た
同
一
の
文
字
か
ら
な
る
商
標
、
平
仮
名
、
片
仮

名
及
び
ロ
ー
マ
字
の
文
字
の
表
示
を
相
互
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
一
の
称
呼
及
び
観
念
を
生
ず
る
商
標
、

外
観
に
お
い
て
同
視
さ
れ
る
図
形
か
ら
な
る
商
標
そ
の
他
の
当
該
登
録
商
標
と
社
会
通
念
上
同
一
と
認
め
ら
れ
る

商
標
を
含
む
。
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
使
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
の
取
得
及
び
維

持
に
通
常
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中「（
書
体
の
み
に
変
更
を
加
え
た
同
一
の
文
字
か
ら
な
る
商
標
、
平
仮
名
、
片
仮
名
及
び
ロ
ー

マ
字
の
文
字
の
表
示
を
相
互
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
一
の
称
呼
及
び
観
念
を
生
ず
る
商
標
、
外
観
に
お
い
て

同
視
さ
れ
る
図
形
か
ら
な
る
商
標
そ
の
他
の
当
該
登
録
商
標
と
社
会
通
念
上
同
一
と
認
め
ら
れ
る
商
標
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
る
。




		2016-12-15T15:09:10+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




